
目

次

告

示

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

公

告

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

原

藍
子

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

眼
科
（
視
覚
障
害
）

令
和五･
六･
一

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中

新
町
山
手
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

組
合
の
名
称

中
新
町
山
手
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
三
月
か
ら
令
和
六
年
九
月
ま
で

三

施
行
地
区
（
施
行
地
区
及
び
工
区
）

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
一
か
ら
五
の
一
一
ま
で
、
五
の
二
五
、
五
の
二
六
、
五
の
二
八
、
五

の
二
九
、
一
〇
一
の
一
の
一
部
、
一
〇
二
の
三
の
一
部
及
び
一
〇
二
の
六
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
一
八

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
七
日

六

変
更
内
容

設
計
の
概
要

資
金
計
画

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
六
月
五
日

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第623号令和５年６月14日 水曜日

第
六
百
二
十
三
号

令
和
五
年六

月
十
四
日

（
水
曜
日
）



出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
田

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
六
月
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

井

沼

広

美

（ ）2青 森 県 報 第623号令和５年６月14日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


